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終
戦
八
〇
年
と
い
う
節
目
の
年
に
、
改
め
て
戦
争

と
向
き
合
う
べ
き
だ
と
巷
間
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
述
べ
な
が
ら
も
相
変
わ
ら
ず
紋
切
り
型
の
大
東

亜
戦
争
評
価
し
か
し
な
い
既
存
メ
デ
ィ
ア
へ
の
批
判

は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
た
だ
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
、
実
際
に
戦
争
を
戦
っ
た
方
々
の（
現

在
の
価
値
観
で
も
っ
て
振
り
返
っ
た
も
の
で
は
な

く
）往
時
の
思
い
と
向
き
合
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
彼
ら
は
日
々
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い

た
の
か
。

　

た
と
え
ば
五
月
二
十
七
日
は
、
か
つ
て
全
国
で
お

祝
い
さ
れ
た
海
軍
記
念
日
で
あ
っ
た
。
明
治

三
十
八
年（
一
九
〇
五
）東
郷
平
八
郎
司
令
長
官
率

い
る
連
合
艦
隊
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊

に
大
勝
し
、
日
露
戦
争
勝
利
を
決
定
付
け
た
日
本
海

海
戦
に
由
来
す
る
日
で
あ
る
。
現
在
こ
の
日
あ
る

い
は
前
後
に
祭
典
が
斎
行
さ
れ
る
神
社
は
限
ら
れ
て

い
る
が
、
筆
者
は
努
め
て
参
列
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
本
年
の
五
月
二
十
七
日
は
、
御
当
県
の
秩
父

御
嶽
神
社（
飯
能
市
）境
内
東
郷
神
社
の
平
和
祈
願

祭
に
参
列
し
、
記
念
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

境
内
の
東
郷
元
帥
像
が
、
大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）

元
帥
自
ら
隣
席
の
も
と
除
幕
さ
れ
て
一
〇
〇
年
と
い

う
節
目
の
祭
典
で
も
あ
っ
た
。
同
じ
境
内
に
は
、

昭
和
十
年（
一
九
三
五
）に
前
年
薨
去
し
た
東
郷
元

帥
を
御
祭
神
と
す
る
東
郷
神
社
が
創
建
さ
れ
て
い
る

（
乃
木
希
典
大
将
像
や
乃
木
神
社
も
あ
る
）

　

ま
た
三
月
十
日
は
、
同
じ
く
日
露
戦
争
の
奉
天
会

 

戦
没
者
慰
霊
顕
彰
に
つ
い
て

戦
に
勝
利
し
た
日
本
軍
が
奉
天
入
城
を
果
た
し
た
陸

軍
記
念
日
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
海
軍
記
念
日
同
様
、

戦
前
は
全
国
で
お
祝
い
さ
れ
て
い
た
が
、
行
事
名
に

「
海
軍
記
念
日
」
と
称
さ
ず
と
も
海
上
自
衛
隊
も
関

わ
っ
て
横
須
賀
の
記
念
艦
三
笠
そ
の
他
で
式
典
が
行

わ
れ
て
い
る
五
月
二
十
七
日
と
比
べ
、
自
衛
隊
で
も

ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

神
社
界
で
も
海
軍
記
念
日
以
上
に
、
祭
典
が
斎
行
さ

れ
る
神
社
が
少
な
い
が
、
筆
者
は
毎
年
大
阪
護
國
神

社
の
陸
軍
記
念
日
祭
に
参
列
し
た
後
、
同
じ
大
阪
市

内
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
参
拝
し
て
い
る
。

　

大
東
亜
戦
争
を
戦
っ
た
日
本
人
は
、
さ
ら
に
先
立

つ
日
本
人
、
特
に
大
国
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
勝
利
し

て
日
本
を
護
り
、
西
洋
中
心
の
世
界
史
を
変
え
た
先

人
を
し
っ
か
り
顕
彰
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
の

み
な
ら
ず
、
他
の
祝
祭
日
に
も
国
民
と
し
て
然
る
べ

き
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
情
を

知
る
こ
と
な
く
し
て
、
大
東
亜
戦
争
そ
し
て
往
時
の

国
民
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。

な
の
で
筆
者
も
、
戦
没
者
の
慰
霊
顕
彰
に
携
わ
る
身

と
し
て
、（
旧
）祝
祭
日
に
は
神
社
の
祭
典
に
可
能

な
限
り
参
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

戦
後
、
大
東
亜
戦
争
戦
没
者
の
慰
霊
碑
が
全
国
で

建
立
さ
れ
、
慰
霊
祭
も
多
数
行
わ
れ
て
き
た
。
で

は
そ
の
結
果
、
戦
没
者
に
対
し
て
感
謝
・
敬
意
を

し
っ
か
り
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
戦
争
を
知
る
世
代
が
多
数
を
占
め
て
い
た

頃
か
ら
、
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
そ
れ
が
薄
れ
て
き

た
よ
う
に
さ
え
見
え
る（
一
方
で
近
年
ま
た
、
多
く

の
若
者
が
靖
國
神
社
に
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
心
強
い
の
だ
が
）。
そ
し
て
、
政
治
指
導
者
が

靖
國
神
社
に
参
拝
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
を
含

め
、
我
が
国
が
一
方
的
な
侵
略
国
家
だ
っ
た
と
い
う

思
い
込
み
を
土
台
と
す
る
自
虐
史
観
が
、
い
ま
だ
学

界
や
既
存
メ
デ
ィ
ア
で
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
こ

う
し
た
歴
史
観
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
大
東
亜
戦
争

の
戦
没
者
は
「
国
難
に
一
命
を
捧
げ
た
尊
い
英
霊
」

で
は
な
く
、「
侵
略
に
加
担
さ
せ
ら
れ
て
落
命
し
た

被
害
者
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
神
社
以
外
の
多
く

の
場
に
お
い
て
、
慰
霊
対
象
で
あ
る
戦
没
者
が
生
き

て
い
た
時
代
と
著
し
く
違
う（
よ
り
正
確
に
言
え
ば

建
国
以
来
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
国
史
の
中
で
戦
後
だ

け
の
特
異
な
）歴
史
観
・
国
家
観
・
世
界
観
の
も
と

で
「
戦
没
者
慰
霊
」
が
行
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で
、

か
え
っ
て
戦
前
と
戦
後
の
断
絶
を
深
め
て
し
ま
っ
た

可
能
性
す
ら
筆
者
は
感
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
こ
う
し
た〝
慰
霊
〟
に
顕
彰
が
伴
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
靖
國
神
社

が
殉
難
者
・
戦
没
者
を
英
霊
と
し
て
「
奉
慰
顕
彰
」

す
る
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
我
が
国

が
近
代
化
に
あ
た
っ
て
慰
霊
と
顕
彰
が
一
体
で
あ
る

べ
き
こ
と
を
確
認
し
た
と
い
う
の
が
、
王
政
復
古

（
明
治
維
新
）を
等
身
大
に
捉
え
る
う
え
で
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
「
顕
彰
」
を
辞
書
で
引
く
と
、

「
隠
れ
た
善
行
や
功
績
な
ど
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
」

「
功
績
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
表
彰
す
る
こ
と
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
顕
彰
す
べ
き
英
霊
の
功
績
が
戦

後
、
い
み
じ
く
も
特
異
な
歴
史
観
の
も
と
で
「
隠
さ

れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。

　

そ
の
象
徴
的
な
例
の
一
つ
が
、
や
は
り
本
年
で

久　

野　
　
　

潤
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八
〇
年
と
な
る
沖
縄
戦
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
戦
は
本

来
、
多
く
の
尊
い
犠
牲
を
伴
っ
て
国
土
の
一
角
を

守
っ
た
戦
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
戦
後
は
学
界
や

メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
教
育
の
場
で
「
沖
縄
は
見
捨
て

ら
れ
た
」
と
喧
伝
さ
れ
て
き
た
。

　

沖
縄
戦
の
組
織
的
戦
闘
が
終
結
し
た
六
月
二
十
三

日
は
沖
縄
県
制
定
の
「
慰
霊
の
日
」
と
さ
れ
、
毎
年

沖
縄
平
和
祈
念
公
園（
糸
満
市
）で
沖
縄
県
お
よ
び

県
議
会
主
催
の
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式
が
開
催
さ
れ

て
い
る
。
な
お
「
追
悼
」
と
い
う
の
も
目
下
手
垢
の

つ
い
た
表
現
で
、
戦
後
は
政
府
や
自
治
体
が
主
催
す

る
際
に
、
現
行
憲
法
の
「
政
教
分
離
」
規
定
に
抵
触

し
な
い
非
宗
教
行
事
た
る
こ
と
を
強
調
す
る
際
に
多

用
さ
れ
る
。
筆
者
は
メ
デ
ィ
ア
で
も
大
々
的
に
報

道
さ
れ
る
も
そ
ち
ら
で
は
な
く
、
沖
縄
で
も
う
ひ
と

つ
の
、
も
と
い
本
来
の
戦
没
者
慰
霊
顕
彰
の
拠
り
所

で
あ
る
沖
縄
県
護
国
神
社
で
同
時
間
帯
に
斎
行
さ
れ

る
沖
縄
戦
全
戦
歿
者
慰
霊
祭
に
毎
年
参
列
し
て
い
る
。

同
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
一
年

（
一
九
三
六
）だ
が
、
御
当
地
で
は
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）よ
り
沖
縄
県
主
催
で
県
出
身
戦
没
者

の
招
魂
祭
が
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら

の
摩
文
仁
よ
り
も
五
〇
年
以
上
長
く
戦
没
者
と
向
き

合
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
や
戦
友
が
戦
死

す
れ
ば
英
霊
と
し
て（
神
式
で
）お
祀
り
さ
れ
る
想

定
で
戦
地
に
赴
い
た
は
ず
の
大
日
本
帝
国
の
陸
海
軍

将
兵
に
思
い
を
致
せ
ば
、
公
的
行
事
に
お
い
て
、
神

式
の
祭
典
を
現
行
憲
法
の
定
め
る
「
政
教
分
離
」
違

反
の
宗
教
行
事
と
し
て
殊
更
に
避
け
よ
う
と
す
る
戦

後
の
風
潮
に
は
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
る
。

　

全
國
護
國
神
社
會
所
属
の
護
国
神
社
五
二
社
の
御

祭
神
は
、
基
本
的
に
幕
末
以
来
の
地
元
出
身
殉
難

者
・
戦
没
者
等
だ
が
、
沖
縄
県
護
国
神
社
の
祭
神
は

「
日
清
日
露
戦
争
以
降
、
先
の
大
戦
で
国
難
に
殉
ぜ

ら
れ
た
沖
縄
県
出
身
の
軍
人
軍
属
を
始
め
沖
縄
戦
に

て
散
華
さ
れ
た
一
般
住
民
の
尊
い
御
霊
」

一
七
万
七
九
一
三
柱
で
、「
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
ま

で
の
本
土
出
身
軍
人
軍
属
で
沖
縄
戦
戦
没
者
」
す
な

わ
ち
沖
縄
出
身
で
な
い
沖
縄
戦
戦
没
者
も
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
中
で
最
少
の
秋
田
で
も
四
三
三
柱
、

最
多
の
北
海
道
は
一
〇
〇
九
〇
柱
に
上
り
、
埼
玉
は

一
〇
三
七
柱
で
あ
る
。
「
沖
縄
は
見
捨
て
ら
れ
た
」

ど
こ
ろ
か
、
日
本
全
国
か
ら
の
日
本
人
が
沖
縄
を
守

る
た
め
に
斃
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
戦
艦
「
大
和
」
の
沖
縄
へ

の
出
撃
に
つ
い
て
も
、
片
面
的
な
史
実
認
識
に
よ
る

評
価
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
連
合
軍
沖
縄
本
島

上
陸
直
後
に
「
大
和
」
出
撃
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た

際
、
連
合
艦
隊
司
令
部
の
神
重
徳
参
謀
は
「
も
し
大

和
を
柱
島
あ
た
り
に
繋
い
だ
ま
ま
で
、
大
和
が
生
き

残
っ
た
ま
ま
で
戦
争
に
敗
け
た
と
し
た
ら
、
何
と
国

民
に
説
明
す
る
の
か
」
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
高
田
利
種
参
謀
副
長
が
「
こ
れ

を
や
ら
な
い
で
今
度
の
戦
さ
に
敗
け
た
と
し
た
ら
、

次
の
日
本
を
作
る
事
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
、
神
参
謀
の
本
心
だ
と
判
断
し
た
」
と
述

懐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
国
民
」
が
こ
の
時
点
に

存
在
し
た
日
本
人
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
後
世

の
我
々
を
も
含
む
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

国
防
と
い
う
、
お
よ
そ
判
断
ひ
と
つ
誤
れ
ば
後
世
ま

で
禍
根
を
残
し
か
ね
な
い
務
め
を
担
っ
て
い
た
軍
人

た
ち
に
と
っ
て
、
将
来
に
わ
た
り
「
あ
の
時
の
日
本

軍
は
固
有
の
国
土
を
全
力
で
守
ら
な
か
っ
た
」
と
の

誹
り
を
受
け
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

こ
の
時
の
「
大
和
」
乗
組
三
三
三
二
名
中
、
生
還
し

た
の
は
わ
ず
か
二
七
六
名
。
そ
の
ひ
と
り
吉
田
満

の
代
表
作
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
で
は
、
市
販
本
の

結
語
が
「
徳
之
島
ノ
北
西
洋
上
、『
大
和
』
轟
沈
シ

テ
巨
体
四
裂
ス 

今
ナ
オ
埋
没
ス
ル
三
千
の
骸 

彼
ラ

終
焉
ノ
胸
中
果
シ
テ
如
何
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
実
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
を
受
け
た
た
め
で
、
初
稿

で
は
「
至
烈
ノ
闘
魂
、
至
高
ノ
錬
度
、
天
下
ニ
恥
ヂ

ザ
ル
最
期
ナ
リ
」
で
あ
っ
た
。
顕
彰
が
憚
ら
れ
た

戦
後
の
風
潮
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
戦
中
よ
り
一
貫
し
て
沖
縄
に
思
い
を
寄
せ

て
い
た
の
が
、
昭
和
天
皇
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
沖

縄
だ
け
は
行
幸
を
果
た
せ
ず
崩
御
し
た
後
、
そ
の
大

御
心
は
上
皇
陛
下
、
今
上
陛
下
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
我
が
国
が
建
国
以
来
王
朝
交
代
等
な
く
継
承

さ
れ
て
き
た
の
も
、
天
皇
と
、
防
人
と
し
て
の
国
民

と
が
支
え
合
う
と
い
う
信
頼
関
係
が
続
い
て
き
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
沖
縄
県
民
を
守
ろ
う
と
し
た

が
守
れ
な
か
っ
た
」
史
実
が
「
天
皇
も
軍
隊
も
沖
縄

を
見
捨
て
た
」
と
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
こ

れ
か
ら
も
自
衛
隊
は
日
本
を
守
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
誤
想
定
を
生
じ
さ
せ
、
侵
略
さ
れ
る
隙

を
作
る
こ
と
に
な
る
。
本
当
の
意
味
で
の
戦
没
者

慰
霊
顕
彰
は
、
こ
の
信
頼
関
係
を
取
り
戻
す
た
め
の
、

国
家
存
続
に
不
可
欠
な
作
法
で
も
あ
る
の
だ
。

（
日
本
経
済
大
学
准
教
授
）
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九
月
十
九
日
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
「
Ｚ
ｏ
ｏ

ｍ
」
を
併
用
し
、
埼
玉
県
神
社
庁
研
修
所
主
催
・
同

教
化
委
員
会
主
管
に
よ
る
教
化
研
修
会
を
、
六
十
一

名
の
参
加
の
も
と
神
社
庁
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま

し
た
。

　

令
和
七
年
度
よ
り
教
化
研
修
会
の
主
題
を
「
神
社

の
未
来
を
考
え
る
」
と
定
め
、
本
年
度
は
「
神
社
の

役
割
と
効
果
的
な
情
報
発
信
を
探
る
」
を
副
題
と
い

た
し
ま
し
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
、
社
会
構
造

の
変
化
が
急
速
に
進
み
、
神
社
を
取
り
巻
く
環
境
も

大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
神

社
運
営
に
は
新
た
な
視
座
と
柔
軟
な
取
り
組
み
が
求

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
各
種
メ

デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
情
報
発
信
は
、
神
社
と
地
域
を

結
ぶ
有
力
な
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
本
研
修
会
で
は

「
広
報
」「
地
域
連
携
」「
実
践
」
の
三
つ
の
視
点
か

ら
、
神
職
が
地
域
社
会
と
向
き
合
い
、
共
存
共
栄
を

実
現
し
て
い
く
た
め
の
知
見
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

と
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
一
講
は
、
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授

藤ふ
じ
も
と本
頼よ

り
お生
先
生
に
「
現
代
社
会
の
変
化
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
メ

デ
ィ
ア
の
活
用
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
ご
講
演
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

現
代
社
会
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
従
来
の
マ
ス
メ

前　

原　

一　

也

令
和
七
年
度
教
化
研
修
会
報
告

デ
ィ
ア
離
れ
が

進
み
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
Ｗ

Ｅ
Ｂ
メ
デ
ィ
ア

の
利
用
が
急
増

し
て
い
る
現
状

を
示
さ
れ
、
従

来
型
の
広
告
や

宣
伝
だ
け
で
は
、

人
々
は
行
動
へ

と
移
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
、
近
年
の
消
費
行
動
は
モ
ノ
消
費
か
ら
ト
キ

消
費
へ
と
移
行
し
、
参
加
体
験
や
共
感
に
価
値
を
見

出
す
傾
向
が
強
い
の
で
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
は
単
な

る
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
・
文
化
的
背
景
へ

の
共
感
や
精
神
的
な
満
足
を
伴
う
も
の
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
神
社
も
従
来
以
上
に
活
動

の
意
味
を
丁
寧
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指

摘
さ
れ
ま
し
た
。

　

藤
本
先
生
は
、
情
報
を
発
信
す
る
た
め
に
は
メ

デ
ィ
ア
を
効
果
的
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

現
代
社
会
に
お
い
て
は
コ
ン
テ
ン
ツ
と
メ
デ
ィ
ア
の

関
係
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

神
社
も
数
多
く
の
祭
礼
や
行
事
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ

を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
十
分
に
活
用
し
、
人
々
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
情
報
を
発
信
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、

単
な
る
情
報
発
信
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
社
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
を
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
と
し
て
機
能
さ
せ
る
為

に
、
祈
祷
申
込
フ
ォ
ー
ム
等
を
設
置
す
る
こ
と
や
、

自
社
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
を
意
識
し
、

未
来
の
神
社
像
を
念
頭
に
置
い
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
徴
と
そ
の
活
用
に
つ
い
て

も
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
や
利
用
時
の
注
意
点
に

触
れ
、
人
々
の
消
費
行
動
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
に
即
し
た
教
化
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
情
報
発
信
は
信
頼
で
き
る
人
が
誠
実
に
行
う

こ
と
、
単
な
る
広
告
で
は
な
く
真
摯
な
メ
デ
ィ
ア
活

動
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
の
だ
と
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　

第
二
講
は
、
株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
研
究
所
執
行

役
員
地
域
交
流
共
創
部
長
河こ

う
の野

ま
ゆ
子
先
生
に
「
地

域
社
会
に
お
け
る
神
社
が
目
指
す
方
向
性
―
交
流
人

口
・
関
係
人
口
の
創
出
を
目
指
し
て
―
」
と
題
し
て

ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

河
野
先
生
は
、
交
流
人
口
の
実
例
と
し
て
、
近
年

の
旅
行
動
向
や
訪
問
目
的
の
調
査
結
果
を
紹
介
さ
れ
、

旅
行
に
最
も
積
極
的
な
の
は
二
十
代
か
ら
三
十
代
の

若
い
世
代
で
あ
り
、
神
社
や
寺
院
を
訪
れ
る
目
的
は

日
本
ら
し
い
文
化
財
に
触
れ
る
場
と
し
て
の
意
識
が

強
く
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
は
薄
い
こ
と
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
各
地
の
神
社
や
寺
院
を
挙
げ

な
が
ら
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
発
信
に
お
い
て
誰
に
参

拝
し
て
も
ら
い
た
い
の
か
、
そ
の
層
は
ど
の
よ
う
な

藤本先生
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ー
ズ
を
持
っ

て
い
る
の
か
を

明
確
に
し
て
、

情
報
発
信
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

絞
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
関
心

や
興
味
を
高
め

た
例
を
示
さ
れ

ま
し
た
。
氏
子

離
れ
が
進
む
中

で
、
ま
ず
は
神
社
に
足
を
運
ん
で
も
ら
い
、
神
社
を

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
か
つ
て
は
地
域
の
神
社
を
中
心
に
人
々
が

結
び
合
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
多
く
の
問
題
を

解
決
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
現
代
で
は
人
口
減
少
に

よ
っ
て
、
地
域
だ
け
の
力
で
は
対
応
で
き
な
い
課
題

が
増
え
て
い
る
と
ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上

で
、
外
部
の
視
点
か
ら
神
社
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
る
か
を
理
解
し
、
神
社
自
身
の
目
線
と
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
今
後
の
方
向
性
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
述
べ
ら
れ
、
神
社
単
独
で
は
な
く
、
関
係
人
口

の
人
々
と
協
力
し
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
神
社
と
地
域
が
互
い
に
協

力
す
る
こ
と
で
、
参
拝
者
に
ま
た
行
き
た
い
と
思
わ

せ
ら
れ
る
地
域
全
体
の
居
心
地
の
良
さ
や
活
性
化
に

つ
な
が
る
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

第
三
講
は
、
栃
木
県
足
利
市
鎮
座
伊
勢
神
社
宮
司

提さ
げ
は
し箸

照て
る
ゆ
き之

先
生
に
「
神
社
と
地
域
～
神
々
が
集
う
社

～
」
と
題
し
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
提
箸
先

生
が
奉
務
さ
れ
る
伊
勢
神
社
は
、
令
和
三
年
に
御
創

建
八
百
七
十
年
を
、
令
和
七
年
に
は
御
社
殿
御
鎮
座

百
年
を
迎
え
、
そ
れ
ぞ
れ
記
念
事
業
を
完
遂
さ
れ
ま

し
た
。
先
生
は
先
ず
神
事
を
念
頭
に
恒
例
祭
典
を

充
実
さ
せ
、
境
内
の
整
備
に
も
力
を
注
が
れ
、
伊
勢

の
神
宮
ら
し
さ
を
損
な
わ
な
い
取
り
組
み
を
積
極
的

に
進
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
広
報
活
動
に
も
早
く
か
ら

取
り
組
ま
れ
、
当
初
は
境
内
写
真
の
投
稿
か
ら
始
め

ら
れ
ま
し
た
が
、
恒
例
祭
典
や
兼
務
神
社
の
祭
典
を

発
信
す
る
に
つ
れ
反
響
が
大
き
く
な
り
、
祈
願
の
件

数
増
加
に
ま
で
つ
な
が
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
各
種

メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
全
国
か
ら
参
拝
者

が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伊
勢
神
社
始
ま
っ
て
以
来

の
賑
わ
い
を
見

せ
て
お
り
ま
す
。

　

提
箸
先
生
は

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用

し
た
神
社
広
報

は
、
神
職
自
身

の
言
葉
を
通
し

て
親
近
感
と
信

頼
感
を
醸
成
し
、

氏
子
や
地
域
住

民
と
の
つ
な
が

り
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
即
時
性
ゆ
え
の
リ
ス
ク
管
理
も
忘
れ

て
は
な
ら
ず
、
常
に
御
祭
神
と
神
社
の
尊
厳
を
第
一

に
考
え
、
氏
神
・
氏
子
あ
っ
て
の
神
社
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
ず
、
一
つ
一
つ
の
事
柄
を
丁
寧
に
神
明
奉
仕

す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

結
び
に
、
本
研
修
会
を
通
じ
、
神
社
が
現
代
社
会

に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
や
、
情
報
発
信
・
地
域

と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
各
講
師
の
ご
講
演
か
ら
は
、
従

来
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
代
の
変
化
に
応
じ

て
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要
性
が
強
く
示
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
、
誠
実
に
情
報
を
発
信
す
る
姿
勢
や
、
地
域
と

と
も
に
歩
む
姿
勢
が
、
今
後
の
神
社
の
在
り
方
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
い
た
し
ま
し

た
。
私
た
ち
神
職
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
学
び
を
実

践
に
生
か
し
、
氏
子
崇
敬
者
の
信
頼
を
さ
ら
に
深
め
、

神
社
が
地
域
社
会
に
と
っ
て
よ
り
身
近
で
意
義
あ
る

存
在
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ

ま
し
た
。

（
研
修
部
班
長
）

※
関
係
人
口
と
は
、
移
住
し
た
「
定
住
人
口
」
で
も

な
く
、
観
光
に
来
た
「
交
流
人
口
」
で
も
な
い
、
地

域
や
地
域
の
人
々
と
継
続
的
に
多
様
に
関
わ
る
人
々

の
こ
と
。

河野先生

提箸先生
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第
七
十
一
回
中
堅
神
職
研
修（
乙
）は
、
当
番
県

で
あ
る
当
庁
研
修
所
の
主
管
に
よ
り
、
七
月
七
日
か

ら
十
一
日
の
五
日
間
、
明
治
神
宮（
九
條
道
成
宮
司
）

の
御
神
域
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
各
都
県
よ
り

五
十
一
名（
県
内
神
職
十
七
名
）が
受
講
し
た
。

　

本
研
修
は
、
斯
界
の
中
堅
と
な
る
べ
き
神
職
の
教

養
を
培
う
と
と
も
に
、
特
に
神
社
庁
運
営
の
基
礎
能

力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
毎
年
開
催
さ
れ
て
い

る
。

　

地
区
主
催
研
修
を
十
日
間
、
本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
で

の
本
庁
直
轄
研
修
を
十
日
間
、
計
二
十
日
間
の
受
講

で
全
課
程
を
修
了
す
る
。
各
五
日
間
ず
つ（
甲
乙
丙

丁
）の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
設
定
さ
れ
、
神
職
の
生
涯

教
育
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
研
修
の
一
つ
で
あ
る
。

　

今
回
開
催
さ
れ
た
「
乙
」
の
講
義
科
目
は
、
講
話

（
高
麗
文
康
庁
長
）、
祭
祀
演
習（
原
泰
明
祭
式
講

師
・
橋
本
真
人
助
教
・
宮
本
修
助
教
補
）、
神
社
有

職
故
実（
茂
木
貞
純
研
修
講
師
）、
神
社
神
道
講
話

（
金
子
善
光
中
野
島
稲
荷
神
社
宮
司
）、
埼
玉
の
伊

勢
講（
小
林
威
朗
研
修
講
師
）、
神
社
に
お
け
る
リ

ス
ク
と
対
策（
村
上
幸
伸
有
限
会
社
村
上
代
表
取
締

役
）、
法
制
実
務（
武
田
淳
研
修
講
師
）、
万
葉
集

（
上
野
誠
國
學
院
大
學
教
授
）、
神
道
行
法（
朝
日
則

安
神
道
行
法
道
彦
・
橋
本
真
人
助
彦
）が
、
座
学
ま

た
は
実
技
指
導
に
て
行
わ
れ
た
。

　

期
間
中
の
寝
食
は
、
明
治
神
宮
会
館
内
研
修
所
で

行
わ
れ
、
朝
夕
の
国
旗
儀
礼
及
び
明
治
神
宮
大
前
に

お
け
る
神
拝
行
事
も
天
候
に
恵
ま
れ
滞
り
な
く
実
施

し
、
受
講
者
全
員
に
修
了
証
が
交
付
さ
れ
た
。

　

次
回
は
明
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
八
日
に
か

け
て
当
県
神
社
庁
主
管
に
て
第
七
十
二
回
中
堅
神
職

研
修（
甲
）が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
神
社
庁
主
事
）

参進の様子

　

七
月
十
六
日
、

神
社
庁
及
び
武
蔵

一
宮
氷
川
神
社

（
東
⻆
井
晴
臣
宮

司
）
を
会
場
に
雅

楽
普
及
研
修
会
を

開
催
し
、
県
内
神

職
・
一
般
参
加
者

合
計
二
十
一
名
が

参
加
し
た
。

　

当
日
は
、
午
前

九
時
半
か
ら
開
講

式
を
行
っ
た
後
、

鳳
笙
・
篳
篥
・
龍

笛
の
各
管
に
分
か
れ
た
管
毎
の
基
礎
研
修
を
行
な
っ

た
。
受
講
生
の
技
量
に
よ
っ
て
は
受
講
生
一
人
に

講
師
一
名
が
付
く
一
対
一
の
指
導
と
な
っ
た
。
午

後
も
管
毎
の
研
修
を
行
い
、
午
後
四
時
か
ら
各
管
が

神
社
庁
に
集
ま
っ
て
の
合
奏
研
修
を
行
い
、
平
調
音

取
・
越
天
楽
と
五
常
楽
急
を
演
奏
し
た
。
そ
の
後

に
閉
講
式
を
行
い
、
全
日
程
を
終
了
し
た
。

　

雅
楽
普
及
研
修
会
は
、
各
社
の
祭
典
で
雅
楽
の
奏

楽
が
で
き
る
よ
う
に
広
く
普
及
振
興
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
神
職
の
み
な
ら
ず
、
神
社
の
推

薦
を
受
け
た
氏
子
崇
敬
者
も
受
け
入
れ
て
開
催
し
て

い
る
。
斯
界
の
昂
揚
発
展
に
資
す
る
た
め
に
も
、

一
人
で
も
多
く
の
方
に
是
非
ご
参
加
頂
き
た
い
。

（
神
社
庁
主
事
補
）

指導の様子

鈴　

木　

敬　

臣

令
和
七
年
度
雅
楽
普
及
研
修
会
報
告

茂　

木　

貞　

佳

㆒
都
七
県
神
社
庁
連
合
会

第
七
十
一
回
中
堅
神
職
研
修（
乙
）報
告
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令
和
七
年
度
初
任
神
職
研
修
を
、
八
月
六
日
か

ら
八
日
の
三
日
間
と
二
十
二
日
の
計
四
日
の
日
程
で

神
社
庁
及
び
武
蔵
一
宮
氷
川
神
社
（
東
⻆
井
晴
臣
宮

司
）を
会
場
に
開
催
し
た
。
本
年
度
は
、
男
性
七

名
女
性
七
名
の
計
十
四
名
が
受
講
し
、
神
社
本
庁

包
括
下
の
神
職
と
し
て
自
覚
と
連
帯
感
を
養
う
基
礎

研
修
を
実
施
し
た
。

　

初
日
は
、
神
社
庁
役
員
が
参
列
し
て
開
講
式
を

行
い
、「
祭
祀
概
説
」の
講
義
か
ら
研
修
が
始
ま
っ

た
。
午
後
の
「
祭
式
」で
は
、
研
修
期
間
中
の
朝
夕

拝
行
事
を
習
礼
し
た
。
夕
刻
か
ら
翌
朝
に
か
け
て

は
「
神
道
行
法
」と
し
て
鎮
魂
行
事
と
禊
行
法
を

　

七
月
二
十
九
日（
十
六
名
参
加
）と
八
月
二
十
六

日（
十
八
名
参
加
）の
両
日
、
祭
式
研
修
会
を
開
催

し
た
。
今
回
の
研
修
は
、
二
十
九
日
は
総
合
祭
典
、

二
十
六
日
は
衣
紋
と
研
修
内
容
を
分
け
て
の
開
催
と

な
り
、
二
十
九
日
は
原
泰
明
講
師
が
、
二
十
六
日
は

篠
田
宣
久
講
師
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。

　

両
日
と
も
午
前
九
時
三
十
分
よ
り
開
講
式
を
行
い
、

午
前
十
時
か
ら
研
修
と
な
っ
た
。
初
め
に
座
学
に

て
「
通
則
に
つ
い
て
」
や
「
礼
の
心
得
」
を
確
認
し
、

続
い
て
基
本
作
法
の
実
技
に
移
っ
た
。
姿
勢
・
笏

法
及
び
扇
法
・
起
居
及
び
進
退
・
敬
礼
及
び
警
蹕
に

つ
い
て
指
導
を
頂
い
た
。

　

七
月
二
十
九
日
の
午
後
は
、
小
祭
式
で
総
合
祭
典

を
行
う
研
修
と
し
た
。
初
め
に
、
全
体
の
解
説
と

習
礼
を
行
い
、
そ
の
後
、
役
課
を
決
め
て
総
合
祭
典

を
行
っ
た
。
特
に
案
や
薦
の
鋪
設
な
ど
後
取
の
動

き
と
、
祭
具
の
執
り
方
持
ち
方
扱
い
方
に
つ
い
て
細

か
い
指
導
を
頂
い
た
。

　

八
月
二
十
六
日
の
午
後
は
、
衣
冠
を
一
人
で
お
方

に
お
著
け
す
る
衣
紋
研
修
を
行
っ
た
。
普
段
時
間

が
取
れ
な
い
衣
紋
研
修
だ
が
、
一
人
一
人
が
衣
紋
者

の
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

両
日
と
も
、
午
後
五
時
か
ら
閉
講
式
を
行
い
、
全

日
程
を
終
了
し
た
。

（
神
社
庁
主
事
補
）

行
っ
た
。

　

二
日
目
か
ら
三
日
目
に
か
け
て
は
座
学
を
中
心
に

「
神
宮
に
関
す
る
講
義
」・「
神
職
奉
務
心
得
」・「
神

社
本
庁
史
」・「
神
社
実
務
」の
講
義
を
行
っ
た
。
最

後
に
、
閉
講
式
を
行
い
二
泊
三
日
の
合
宿
制
に
よ

る
研
修
を
終
え
た
。

　

二
十
二
日
は
、
改
め
て
「
祭
式
部
門
」と
し
、
始

め
に
「
礼
の
心
得
」と
題
し
た
講
義
を
行
い
、
基
本

作
法
の
習
練
に
多
く
時
間
を
用
い
た
。

　

本
研
修
は
、
生
涯
教
育
と
し
て
の
研
修
の
初
め

に
位
置
付
け
ら
れ
、
こ
の
期
間
を
共
に
過
ご
し
た

仲
間
と
の
絆
は
末
長
く
続
く
も
の
で
あ
る
。
神
社

庁
と
し
て
も
大
切
な
研
修
を
受
講
生
の
協
力
に
よ
り
、

無
事
終
了
で
き
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
神
社
庁
主
事
補
）

鈴　

木　

敬　

臣

鈴　

木　

敬　

臣

令
和
七
年
度
初
任
神
職
研
修

令
和
七
年
度
祭
式
研
修
会
報
告

鎮魂

座学
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八
月
二
十
五
日
、
川
越
市
の
「
ラ
・
ボ
ア
・
ラ
ク

テ
」
を
会
場
と
し
て
、
入
間
東
支
部
が
当
番
と
な
り
、

総
代
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
酷
暑
の

中
、
県
内
神
社
総
代
や
神
職
合
わ
せ
て
百
七
十
九
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　

開
講
式
で
は
、
神
宮
遙
拝
・
国
歌
斉
唱
・
敬
神
生

活
の
綱
領
唱
和
の
後
、
大
野
隆
司
県
神
社
総
代
会
会

長
挨
拶
の
後
、
高
麗
文
康
庁
長
に
挨
拶
を
い
た
だ
き
、

来
賓
の
方
々
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

　

研
修
会
で
は
、
第
一
講
を
「
神
宮
式
年
遷
宮
に
つ

い
て
」
と
題
し
、
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
櫻
井
治
男

先
生
よ
り
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
神
宮
の
歴

史
と
祭
祀
、
式
年
遷
宮
の
意
義
と
沿
革
、
ま
た
お
木

曳
行
事
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
を
使
い
分
か
り
や
す
く

説
明
い
た
だ
き

ま
し
た
。
第

六
十
三
回
神
宮

式
年
遷
宮
に
向

け
て
の
諸
祭
が

始
ま
っ
た
本
年

に
ふ
さ
わ
し
い

講
演
と
な
り
ま
し
た
。

　

第
二
講
で
は
「
神
社
と
総
代
」
と
題
し
、
武
田
淳

神
社
庁
参
事
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
総
代

と
し
て
、
お
祭
り
の
事
前
準
備
、
祭
典
へ
の
参
列
や

原　
　
　

泰　

明

令
和
七
年
度
総
代
研
修
会
報
告

助
成
、
神
社
の

護
持
運
営
、
自

治
会
と
の
関
わ

り
方
な
ど
、
総

代
と
し
て
の
任

務
と
役
割
の
説

明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
神
社
に
お
け
る
危
機
管
理
に
も
触
れ
、
近

年
発
生
し
て
い
る
災
害
や
事
件
、
事
故
な
ど
の
事
例

が
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
未
然
に
防
ぐ
対
策
や
「
神
社

賠
償
責
任
保
険
」
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

閉
会
後
は
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、
ま
ず
久
保
田
一

男
入
間
東
支
部
神
社
氏
子
総
代
会
会
長
が
挨
拶
さ
れ
、

続
い
て
次
年
度
当
番
で
あ
る
秋
元
修
入
間
西
支
部
神

社
氏
子
総
代
会
会
長
の
発
声
に
よ
り
乾
杯
が
行
わ
れ

開
宴
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
支
部
内
は
元
よ
り
、
他
支
部
の
総
代
の
方
々
と

も
懇
親
を
深
め
、
情
報
交
換
の
場
と
な
り
ま
し
た
。

当
支
部
総
代
よ
り
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
せ
た
と
の

意
見
も
頂
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
仲
冨
祥
則
入
間
東
支
部
支
部
長
の
中
締
め

に
よ
り
、
す
べ
て
の
日
程
が
盛
会
の
う
ち
に
終
了
し

ま
し
た
。

（
入
間
東
支
部
事
務
局
長
）

　

九
月
三
・
四
日
の
二
日
間
、
神
社
庁
及
び
武
蔵
一

宮
氷
川
神
社（
東
⻆
井
晴
臣
宮
司
）を
会
場
に
雅
楽
・

祭
祀
舞
合
同
研
修
会
を
開
催
し
、
県
内
神
職
・
一
般

参
加
者
を
合
わ
せ
て
雅
楽
受
講
者
十
名
と
祭
祀
舞
受

講
者
十
二
名
が
参
加
し
た
。

　

初
日
は
、
午
前
十
時
か
ら
開
講
式
を
行
っ
た
後
、

雅
楽
は
管
毎
の
基
礎
研
修
を
行
い
、
午
後
三
時
か
ら

平
調
音
取
越
天
楽
と
五
常
楽
急
を
三
管
で
合
奏
し
た
。

祭
祀
舞
は
豊
栄
舞
と
朝
日
舞
に
分
か
れ
基
本
と
な
る

一
人
舞
の
動
作
を
確
認
し
、
技
量
に
応
じ
て
班
分
け

し
、
そ
れ
ぞ
れ
四
人
舞
・
三
人
舞
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
。
午
後
四
時
か
ら
雅
楽
・
祭
祀
舞
が
合
同
に
て
、

豊
栄
舞
と
朝
日
舞
の
研
修
を
行
っ
た
。

　

二
日
目
は
、
午
前
中
、
合
奏
研
修
を
行
い
、
午
後

は
奉
納
演
奏
習
礼
を
行
な
っ
た
。
午
後
三
時
か
ら

行
う
予
定
で
あ
っ
た
氷
川
神
社
舞
殿
で
の
奉
納
演
奏

は
、
台
風
接
近
に
よ
る
雨
模
様
の
為
、
神
社
庁
神
殿

で
の
奉
納
演
奏
に
切
り
替
え
た
。
奉
納
演
奏
と
し

て
、
受
講
生
に
よ
る
平
調
音
取
・
越
天
楽
・
五
常
楽

急
と
豊
栄
舞
・
朝
日
舞
を
奉
納
し
た
。
午
後
四
時

か
ら
の
閉
講
式
を
も
っ
て
全
日
程
を
終
了
し
た
。

　

本
研
修
会
は
、
令
和
元
年
度
よ
り
始
ま
り
、
雅
楽

と
祭
祀
舞
の
技
量
向
上

と
各
社
で
の
祭
祀
舞
奉

納
を
目
的
と
し
て
い
る
。

今
後
も
経
験
に
応
じ
た

研
修
会
を
企
画
す
る
の

で
、
多
く
の
皆
様
の
ご

参
加
を
お
願
い
申
し
上

げ
る
。（神

社
庁
主
事
補
）

鈴　

木　

敬　

臣

令
和
七
年
度
雅
楽
・
祭
祀
舞
合
同
研
修
会
報
告

櫻井先生

武田先生

奉納演奏
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六
月
六
日
、
埼
玉
県
神
道
婦
人
会
創
立
五
十
周
年

奉
告
祭
・
記
念
式
典
が
、
さ
い
た
ま
市
北
区
植
竹
町

「
大
宮
璃
宮
」
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
福
山

泰
江
全
国
女
子
神
職
協
議
会
会
長
、
関
東
地
区
女
子

神
職
会
会
長
、
当
県
よ
り
高
麗
文
康
庁
長
を
は
じ
め

多
数
の
ご
臨
席
を
賜
り
、
会
員
を
含
め
六
十
七
名
の

参
加
で
盛
況
に
催
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
周
年
事
業
の
た
め
、
江
森
茂
代
埼
玉
県
神
道

婦
人
会
会
長
を
実
行
委
員
長
と
し
て
、
令
和
五
年
七

月
か
ら
二
十
五
名
の
実
行
委
員
が
奉
告
祭
班
・
祝
賀

会
班
・
記
念
誌
班
に
分
か
れ
活
動
し
、
全
体
会
・
幹

部
会
・
各
班
で
会
場
の
下
見
や
会
議
を
重
ね
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
午
後
一
時
よ
り
施
設
内
の
神
殿
に
神
籬

を
奉
安
し
、

小
林
桂
子
前

会
長
を
斎
主

に
奉
告
祭
を

奉
仕
し
ま
し

た
。
奏
上
い

た
だ
い
た
当

会
五
十
年
を

振
り
返
る
祝

詞
は
と
て
も

感
慨
深
い
も

の
で
し
た
。

そ
の
後
の
祭

祀
舞
奉
奏
で
は
、
会
員
四
人
に
よ
る
豊
栄
舞
を
奉
納

し
、
参
列
者
に
は
奏
楽
に
合
わ
せ
て
豊
栄
舞
の
歌
を

斉
唱
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
神
殿
の
一
体
感
に

感
極
ま
る
祭
典
を
斎
行
で
き
ま
し
た
。
担
当
し
た

奉
告
祭
班
は
、
女
子
だ
け
で
祭
員
・
舞
人
・
伶
人
を

構
成
で
き
る
よ
う
に
調
整
し
、
祭
式
・
雅
楽
･
舞

の
研
修
会
に
て
各
自
が
研
鑽
を
積
ん
で
準
備
し
た
成

果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
写
真
撮
影
を
経
て
、
午
後
二
時
四
十
分
か

ら
記
念
式
典
を
開
会
し
ま
し
た
。
ご
来
賓
と
し
て

祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
福
山
会
長
に
は
、
家
庭
の
事
情

に
よ
り
神
職
資
格
を
取
得
し
た
戦
後
の
女
性
神
職
が

置
か
れ
た
環
境
を
苦
難
の
時
代
と
さ
れ
、
先
達
の
努

力
に
よ
り
今
日
全
国
で
も
一
目
置
か
れ
る
婦
人
会
に

成
長
し
た
こ
と
を
、
歴
代
会
長
の
名
を
挙
げ
て
讃
え

て
下
さ
い
ま
し
た
。
草
創
期
か
ら
当
会
を
支
え
て

こ
ら
れ
た
先
輩
の
女
子
神
職
の
ご
苦
労
に
恥
じ
ぬ
よ

う
、
志
を
受
け
継
ぎ
、
次
世
代
に
向
け
て
江
森
会
長

以
下
会
員
一
同
繋
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

胸
に
刻
み
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
祝
賀
会
で
は
、
清
興
と
し
て
神
話
紙
芝

居
「
婦
人
の
力
」
を
披
露
し
ま
し
た
。
ヤ
マ
ト
ヒ

メ
・
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
・
与
謝
野
晶
子
が
登
場
す

る
脚
本
に
、
神
話
の
美
し
い
画
像
の
他
、
雅
楽
・
ピ

ア
ノ
・
琴
の
演
奏
と
楽
し
い
効
果
音
を
織
り
交
ぜ
た

演
出
は
、
見
事
に
調
和
し
ま
し
た
。
祝
賀
会
班
全

員
の
多
彩
な
才
能
が
集
結
し
、
適
材
適
所
の
活
躍
に

よ
り
大
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

記
念
式
典
を
終
え
た
十
月
に
は
、
創
立
五
十
周
年

記
念
誌
を
発
行
し
、
当
会
五
十
年
の
歩
み
や
式
典
当

日
の
様
子
、
六
年
前
に
こ
の
日
の
た
め
に
書
い
た
タ

イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
手
紙
開
封
の
様
子
や
、
会
員
の
神

社
紹
介
等
、
写
真
を
多
く
入
れ
て
美
し
く
仕
上
げ
ま

し
た
。
記
念
誌
班
に
は
、
当
日
の
受
付
や
誘
導
を

請
け
負
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
更
な
る
五
十
年

百
年
に
向
け
て
土
台
と
な
る
記
念
誌
を
残
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

（
埼
玉
県
神
道
婦
人
会
創
立
五
十
周
年

実
行
委
員
会
副
委
員
長
）

福山会長

奉告祭

清興　「婦人の力」

高　

麗　

奈
美
子

埼
玉
県
神
道
婦
人
会

「
創
立
五
十
周
年
奉
告
祭
・
記
念
式
典
」報
告
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九
月
二
十
四
日
、
令
和
七
年
度
神
社
庁
神
職
総
会

が
大
宮
「
東
天
紅
」
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　

当
日
は
各
支
部
総
代
会
会
長
の
ご
臨
席
を
賜
り
、

新
任
神
職
九
名
を
始
め
総
勢
百
二
十
三
名
の
出
席
で
、

会
場
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
っ
た
。

　

開
会
に
先
立
ち
、
令
和
六
年
九
月
以
降
に
帰
幽
さ

れ
た
神
職
の
御
霊
に
黙
祷
を
捧
げ
、
須
田
秀
行
比
企

支
部
副
支
部
長
の
開
会
の
辞
に
始
ま
り
、
国
旗
を
通

し
神
宮
並
び
に
皇
居
遙
拝
、
国
歌
斉
唱
、
敬
神
生
活

の
綱
領
唱
和
と
続
き
、
高
麗
文
康
庁
長
の
挨
拶
、
大

野
隆
司
県
神
社
総
代
会
会
長
の
挨
拶
、
又
ご
来
臨
頂

い
た
ご
来
賓
の
方
々
を
紹
介
し
た
。

　

そ
の
後
の
総
会
は
、
岡
部
憲
夫
比
企
支
部
長
が
座

長
を
務
め
、
武
田
淳
参
事
か
ら
新
任
神
職
の
紹
介
と

神
社
庁
事
業
報
告
と
続
き
、
山
田
禎
久
教
化
委
員
長

よ
り
「
祭
り
が
あ
り
続
け
る
未
来
」
～
地
域
に
根
差

し
た
神
道
教
化
～
を
テ
ー
マ
と
し
た
活
動
、
松
岡
宏

聡
神
道
青
年
会
会
長
よ
り
令
和
六
年
度
活
動
報
告
と

令
和
七
年
度
の
事
業
計
画
、
更
に
江
森
茂
代
神
道
婦

人
会
会
長
よ
り
令
和
七
年
度
の
事
業
と
祭
祀
舞
普
及

活
動
等
の
そ
れ
ぞ
れ
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

休
憩
を
挟
み
基
調
講
演
と
し
て
「
戦
後
八
十
年
を

 

令
和
七
年
度
埼
玉
県
神
社
庁
神
職
総
会
報
告

考
え
る
、
戦
没
者
の
『
慰
霊
』『
顕
彰
』『
追
悼
』」
と

題
し
て
、
日
本
経
済
大
学
准
教
授
、
産
経
新
聞
「
正

論
」
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
久
野
潤
先
生
を
講

師
に
迎
え
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

先
生
は
、
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
国
際
公

共
政
策
専
攻
を
修
了
さ
れ
、
専
門
の
近
現
政
治
外
交

史
を
研
究
、
併
せ
て
全
国
の
神
社
や
戦
争
経
験
者
か

ら
直
接
取
材
し
調
査
さ
れ
て
い
る
。

　

講
演
で
は
、
現
行
憲
法
の
政
教
分
離
の
解
釈
に
よ

り
公
的
行
事
で
神
道
式
の
慰
霊
式
を
殊
更
に
避
け
よ

う
と
す
る
戦
後
の
風
潮
に
対
し
、
違
和
感
を
覚
え
る

旨
を
説
か
れ
た
。
更
に
沖
縄
戦
の
歴
史
的
認
識
を
例

に
挙
げ
、
天
皇
も
軍
隊
も
沖
縄
県
民
を
守
ろ
う
と
あ

ら
ゆ
る
手
段
を

尽
く
し
た
が
、

守
れ
な
か
っ
た

と
い
う
史
実
を

伝
え
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と

強
く
主
張
さ
れ

講
演
を
終
了
し

た
。

　

そ
の
後
、
次

年
度
当
番
支
部

で
あ
る
曽
根
原

正
宏
秩
父
支
部

支
部
長
に
挨
拶
を
頂
き
、
杦
田
昌
巳
比
企
支
部
副
支

部
長
の
閉
会
の
辞
を
以
て
総
会
は
終
了
し
た
。

　

次
に
懇
親
会
に
移
り
、
根
岸
豊
比
企
郡
市
連
合
神

社
総
代
会
会
長
の
乾
杯
の
発
声
に
よ
り
開
会
し
、
新

任
神
職
が
登
壇
し
て
今
後
の
抱
負
等
を
述
べ
、
小
林

一
朗
副
庁
長
の
一
本
締
め
を
以
て
盛
会
裡
の
内
に
閉

会
と
な
っ
た
。

（
比
企
支
部
事
務
局
長
）

甲　

田　

豊　

治

久野先生

新任神職紹介
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庁
務
日
誌
抄

庁
務
日
誌
抄

7
・
23	

神
奈
川
県
教
育
関
係
神
職
協
議
会
設
立
五
十
周
年
記
念
式
典

	

　

武
田
参
事
出
席�

於　
神
奈
川
・
伊
勢
山
皇
大
神
宮

	
事
業
部
会
（
髙
橋
班
）�

於　

神
社
庁

7
・
25 	
本
宗
奉
賛
委
員
会
常
任
委
員
会�

於　

神
社
庁

7
・
28	
教
化
広
報
部
会
（
梅
林
班
）�

於　

神
社
庁

	

事
業
部
会
（
関
山
班
）�

於　

神
社
庁

7
・
29	

祭
式
研
修
会　

十
六
名
受
講�

於　

神
社
庁

	

第
四
十
二
回
神
社
本
庁
神
道
教
学
研
究
大
会

	

　

武
田
参
事
出
席�

於　

神
社
本
庁

8
・
1	

月
次
祭�

於　

神
社
庁

	

武
蔵
一
宮
氷
川
神
社
例
祭

	

　

高
麗
庁
長
他
参
列�

於　

氷
川
神
社

8
・
6	

神
社
庁
役
員
会�

於　

神
社
庁

8
・
6
〜
8	

初
任
神
職
研
修　

十
四
名
受
講�
於　

神
社
庁

8
・
8	

全
国
選
挙
対
策
委
員
会�

	

　

東
本
部
長
出
席�

於　

神
社
本
庁

8
・
10	

埼
玉
ビ
ジ
ョ
ン
の
会�

	

　

武
田
事
務
局
長
出
席�

於　

埼
玉
会
館

8
・
15	

埼
玉
県
護
国
神
社
み
た
ま
祭
り　

武
田
参
事
参
列

	

　

各
支
部
か
ら
の
奉
賛
金
を
奉
納�

�

於　

埼
玉
県
護
国
神
社

8
・
19	

事
業
部
会
（
髙
橋
班
）�

於　

神
社
庁

	

研
修
部
会
（
石
山
班
）�

於　

神
社
庁

8
・
21	

庁
報
編
集
会
議�

於　

神
社
庁

8
・
22	

初
任
神
職
研
修
「
祭
式
部
門
」　

十
四
名
受
講�

�

於　

神
社
庁

8
・
25	

総
代
研
修
会

	

　

一
七
九
名
受
講�

於　

川
越
・
ラ
・
ボ
ア
・
ラ
ク
テ

8
・
26	

祭
式
研
修
会　

十
八
名
受
講�

於　

神
社
庁

	

第
七
十
五
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会

	

　

武
田
参
事
他
出
席�

�

於　

青
森
・
リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
青
森

8
・
29	

別
表
神
社
懇
談
会

	

　

高
麗
庁
長
・
武
田
参
事
出
席�

於　

長
瀞
・
長
生
館

9
・
1	

月
次
祭�

於　

神
社
庁

	

研
修
部
会
（
前
原
班
）�

於　

神
社
庁

9
・
3 	

事
業
部
会
（
関
山
班
）�

於　

神
社
庁

9
・
3
〜
4	

雅
楽
・
祭
祀
舞
合
同
研
修
会�

	

　

二
十
二
名
受
講�

於　

神
社
庁
・
氷
川
神
社

9
・
5	

教
化
広
報
部
会
（
梅
林
班
）�

�

於　

鴻
巣
・
ア
サ
ヒ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

	

本
宗
奉
賛
委
員
会
常
任
委
員
会�

於　

神
社
庁

9
・
8 	

埼
宗
連
役
員
会
・
講
演
会

	

　

高
麗
庁
長
他
三
名
受
講�

�

於　

所
沢
・
天
理
教
本
芝
房
分
教
会

9
・
10	

神
宮
参
与
同
評
議
員
会
・
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
代
議
員
会

	

　

高
麗
庁
長
他
出
席�

於　

神
宮
、
神
宮
会
館

9
・
11
〜
12	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
他
諸
会
議

	

　

高
麗
庁
長
・
吉
田
支
部
長
・
武
田
参
事
参
列�

�

於　

神
宮
、
神
宮
会
館

9
・
17	

事
業
部
会
（
髙
橋
班
）�

於　

神
社
庁

9
・
18	

神
社
庁
八
十
年
誌
編
集
委
員
会�

於　

神
社
庁

9
・
19	

教
化
研
修
会　

六
十
一
名
受
講�

�

於　

神
社
庁
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

	

山
口
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
奉
斎
運
動
推
進
委
員
会

	

　

武
田
参
事
講
演�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
研
修

9
・
22	

過
疎
地
域
等
神
社
活
性
化
推
進
委
員
会�

於　

神
社
庁

9
・
24	

神
職
総
会　

一
二
〇
名
出
席　

比
企
支
部
当
番�

�

於　

大
宮
・
東
天
紅

9
・
25	

教
化
広
報
部
会
（
梅
林
班
）�

於　

神
社
庁
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ

10
・
1	

月
次
祭�

於　

神
社
庁

10
・
2	

第
七
十
五
回
全
国
植
樹
祭
天
皇
陛
下
奉
迎
埼
玉
県
委
員
会

	
御
礼
報
告
及
び
解
散
式　

高
麗
庁
長
出
席�

�

於　

神
社
庁

10
・
3	

正
副
庁
長
会
・
神
社
庁
役
員
会
・
本
宗
奉
賛
委
員
会

�

於　

氷
川
神
社	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
・
講
演
会

	

　

六
十
六
名
参
列
席�

於　

神
社
庁

10
・
6	

庁
報
編
集
会
議�

於　

神
社
庁

	

ミ
ニ
講
座
「
衣
紋
研
修
会
」

	

　

十
四
名
受
講�

於　

神
社
庁

10
・
8	

祭
式
講
師
打
合
せ
会�

於　

神
社
庁

10
・
10	

不
当
要
求
防
止
責
任
者
講
習

	

　

武
田
参
事
受
講�

於　

浦
和
合
同
庁
舎

10
・
11	

武
田
神
社
崇
敬
会
大
会

	

　

武
田
参
事
講
演�

於　

山
梨
・
武
田
神
社

新
年
互
礼
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　

期　

日　

令
和
八
年
一
月
十
九
日（
月
・
赤
口
）

　

会　

場　

大
宮
「
清
水
園
」

　

氷
川
神
社
正
式
参
拝　

午
後
零
時

　

新
年
互
礼
会　
　
　
　

午
後
一
時

任
免
辞
令

任
命

9
・
1	

木
下　
　

泉　
　

兼　

大
家
神
社
宮
司�

（
入
間
東
）

	

朝
日　

達
夫　
　

兼　

星
宮
神
社
他
四
社
宮
司�

�

（
入
間
西
）

10
・
1	

杦
田　

昌
巳　
　

本　

氷
川
神
社
他
二
社
宮
司�

�

（
比　
企
）

転
任

10
・
1	

吉
田　

有
臣　
　

本　

秩
父
神
社
権
禰
宜�

（
秩　

父
）

�

調
神
社
権
禰
宜
よ
り
転
任

退
任

7
・
4	

薄
平　

壽
郎　
　

本　

両
神
山
両
神
神
社
宮
司�

�

（
秩　
父
）

9
・
30	

岩
田　

麻
予　
　

本　

壱
岐
天
手
長
男
神
社
他
一
社
禰
宜

�

（
大
里
児
玉
）

	

久
津
見
幸
生　
　

本　

玉
敷
神
社
権
禰
宜�（
さ
き
た
ま
）

帰
幽

	

氷
川
神
社
宮
司　
　
　
　
　

土
岐　

房
子�

（
比　

企
）

�

（
七
月
二
十
四
日　

享
年
八
十
九
歳
）

神
社
本
庁
神
職
専
用
サ
イ
ト
の
ス
ゝ
メ

神
社
本
庁
神
職
専
用
サ
イ
ト
で
は
、『
月
刊
若
木
』
デ
ジ
タ

ル
配
信
の
他
、
教
化
資
材
の
注
文
、
通
知
や
通
達
、
研
修
に

つい
て
の
情
報
な
ど
い
ち
早
く
ご
案
内
し
、
各
社
の
活
動
に
寄

与
す
る
情
報
・
資
材
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

是
非
と
も
ご
登
録
戴
き
ま
し
て
、
ご
活
用
下
さ
い
ま
す
様

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
規
登
録
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

神
社
庁
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
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境内で笠鉾・屋台を御覧になる天皇陛下

御到着の天皇陛下

「小鹿野子ども歌舞伎」を御鑑賞

　

今
上
陛
下
に
は
、
本
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
、

第
七
十
五
回
全
国
植
樹
祭
に
ご
台
臨
の
た
め
埼
玉
県
に
行
幸
遊
ば
さ
れ
、
古
式
に

倣
い
、
当
社
を
含
む
県
内
の
旧
官
国
幣
社
に
対
し
て
幣
饌
料
を
御
下
賜
遊
ば
さ
れ

ま
し
た
。

　

更
に
植
樹
祭
当
日
で
あ
る
二
十
五
日
、
当
社
と
し
て
は
初
め
て
、
今
上
陛
下
を

お
迎
え
す
る
こ
と
が
叶
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
参
集
殿
に
お
い
て
「
小
鹿
野
子
ど
も
歌
舞
伎
」
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
の
ち
、

境
内
に
お
進
み
に
な
ら
れ
、
十
二
月
三
日
の
例
祭
に
供
奉
す
る
六
基
の
笠
鉾
・
屋

台
を
御
覧
に
な
ら
れ
る
と
と
も
に
、
齋
藤
槻
男
秩
父
祭
保
存
委
員
会
委
員
長
・
秩

父
神
社
大
総
代
と
小
職
よ
り
秩
父
祭
の
概
要
を
御
進
講
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

振
り
返
り
ま
す
と
、
台
風
被
害
か
ら
の
復
興
を
終
え
た
昭
和
四
十
五
年
十
月

二
十
五
日
の
本
殿
遷
座
祭
の
折
に
昭
和
天
皇
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日

の
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
に
際
し
て
は
、
現
在
の
上
皇
陛
下
よ
り
、
そ
し
て

今
上
陛
下
に
も
御
鎮
座
二
千
百
年
奉
祝
記
念
事
業
の
完
遂
に
伴
う
本
殿
遷
座
祭
に

際
し
て
御
幣
帛
を
賜
り
ま
し
た
。
実
に
三
代
の
御
代
に
亙
り
敬
神
の
御
心
を
お
寄

せ
頂
け
ま
し
た
こ
と
、
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

あ
ら
た
め
て
大
御
心
に
深
く
思
い
を
致
し
、
竹
の
園
生
の
弥
栄
を
心
よ
り
祈
念

申
し
上
げ
ま
す
。

（
秩
父
神
社
宮
司
）

 

今
上
陛
下
を
お
迎
え
し
て

薗　

田　
　
　

建


